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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

塗料工業会（JPMA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。 

これによって，JIS K 5600-5-11:1999 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS K 5600-5 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS K 5600-5-1 第 5 部：塗膜の機械的性質－第 1 節：耐屈曲性（円筒形マンドレル法） 

JIS K 5600-5-2 第 5 部：塗膜の機械的性質－第 2 節：耐カッピング性 

JIS K 5600-5-3 第 5 部：塗膜の機械的性質－第 3 節：耐おもり落下性 

JIS K 5600-5-4 第 5 部：塗膜の機械的性質－第 4 節：引っかき硬度（鉛筆法） 

JIS K 5600-5-5 第 5 部：塗膜の機械的性質－第 5 節：引っかき硬度（荷重針法） 

JIS K 5600-5-6 第 5 部：塗膜の機械的性質－第 6 節：付着性（クロスカット法） 

JIS K 5600-5-7 第 5 部：塗膜の機械的性質－第 7 節：付着性（プルオフ法） 

JIS K 5600-5-8 第 5 部：塗膜の機械的性質－第 8 節：耐摩耗性（研磨紙法） 

JIS K 5600-5-9 第 5 部：塗膜の機械的性質－第 9 節：耐摩耗性（摩耗輪法） 

JIS K 5600-5-10 第 5 部：塗膜の機械的性質－第 10 節：耐摩耗性（試験片往復法） 

JIS K 5600-5-11 第 5 部：塗膜の機械的性質－第 11 節：耐洗浄性 
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塗料一般試験方法－ 
第 5 部：塗膜の機械的性質－ 

第 11 節：耐洗浄性 
Testing methods for paints-Part 5: Mechanical property of film- 

Section 11: Washability 
 

序文 

この規格は，2006 年に第 2 版として発行された ISO 11998 を基とし，対応国際規格には規定されていな

い規定項目を追加し，技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，塗膜の耐湿潤摩耗性及び洗浄性の促進試験方法について規定する。 

なお，汚染剤は，規定しない。 

注記 1 繰り返し行われる洗浄操作によって生じる摩耗に耐え，かつ，汚染剤によって生じる永久的

な汚れに抵抗する塗料の能力は，実用的な観点からも，この種の塗料を比較し，格付けをす

る際にも，考慮すべき重要な問題である。これらの性能は，塗膜の品質に依存するほかに，

素地，塗装方法，乾燥条件及びその他の要因にも依存するので，得られた結果は，直接，実

用性に置き換えることはできない。この規格では，塗料の評価は，限定した素地，規定の塗

装方法，規定の乾燥条件及び明確に定義した湿潤摩耗試験方法に基づいて行うことを規定し

ている。 

注記 2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 11998:2006，Paints and varnishes－Determination of wet-scrub resistance and cleanability of 

coatings（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”

ことを示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS K 0557 用水・排水の試験に用いる水 

JIS K 5500 塗料用語 


